
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住居確保給付金の郵送先】〒160-0022 新宿区新宿五丁目 18 番 21 号 新宿区生活支援相談窓口 

【生活保護のお問合せ先】〒160-0022 新宿区新宿五丁目 18 番 21 号 新宿区福祉部生活福祉課相談支援係 

                                         （電話番号） 03-3209-1111（代表）（ＦＡＸ） 03-3209-0278 

新宿区 

 
【次の要件のいずれにも該当する方】                               令和７年４月１日更新 

１ 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方 
２ 申請日において離職等から２年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、

当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にある方 

３ 離職等の日において世帯の生計維持者であった方又は申請日の属する月において世帯の生計 

  維持者である方 

４ 申請月の世帯収入合計額が次の表により算出した額以下の方 

世帯員数 収入基準額の計算方法 
収入基準額の例 

（家賃上限額で計算した場合） 

単身世帯 生活費基準額 84,000 円＋家賃月額（上限額 53,700 円） 137,700 円 

2 人世帯 生活費基準額 130,000 円＋家賃月額（上限額 64,000 円） 194,000 円 

3 人世帯 生活費基準額 172,000 円＋家賃月額（上限額 69,800 円） 241,800 円 

4 人世帯 生活費基準額 214,000 円＋家賃月額（上限額 69,800 円） 283,800 円 

5 人世帯 生活費基準額 255,000 円＋家賃月額（上限額 69,800 円） 324,800 円 

※収入基準額は、生活費基準額（住民税均等割が非課税となる収入額の 1/12）＋1 か月の家賃額（上限額） 

５ 新規、延長、再延長の申請の方で、申請日における世帯の金融資産の合計額が次の金額 

（上記４の生活費基準額の６か月分。ただし 100 万円を超えない額）以下の方 

【単身世帯】50 万 4 千円 【２人世帯】78 万円 【３人以上の世帯】100 万円 

６ 公共職業安定所等へ求職申込みを行い誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方又は経営相談先へ経営相談の申込み

を行い自立に向けた活動を行う方 

７ 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を本人及び生計を一とする同居の親族が受けていな

いこと 

８ 本人及び生計を一とする同居の親族が暴力団員でないこと 

※住居確保給付金の受給期間終了後、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇その他事業主の都

合による離職、廃業もしくはやむを得ない休業等をされた方で、かつ以前の住居確保給付金の支給が終了してから１年経過して

いる等、すべての支給要件を満たす方は再支給が可能な場合があります。 

 

 
下記の金額を上限とし、申請月の世帯収入等に応じて算出される金額を支給します。 

【単身世帯】53,700 円 【２人世帯】6４,０00 円 【３～５人世帯】6９,８00 円 

 

 

３か月間分を支給します。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により３か月間を 2 回まで延長でき、最長 9 か月間分の受

給が可能です。 

 

 

本給付金の受給期間中、次の公共職業安定所等で常用就職に向けた求職活動（①から③）、業務上の収入を得る機会の増加（自立）

に向けた活動（①´から③´）又は新宿区の作成する自立支援計画に基づく就労支援を怠る場合は、その支給を中止することがあり

ます。 

【公共職業安定所等で常用就職に向けた求職活動】 

①毎月 4 回以上、新宿区生活支援相談窓口の面接等の支援を受けること。 

②毎月 2 回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。 

③週 1 回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。 

【業務上の収入を得る機会の増加（自立）に向けた求職活動】 

①´毎月 4 回以上、新宿区生活支援相談窓口の面接等の支援を受けること。 

②´毎月１回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。 

③´経営相談先の助言等のもと自立に向けた活動計画を作成し、月 1 回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。 

支給額(上限額) 

支給の対象となる方 

注 意 事 項 

支 給 期 間 

※家計改善の支援において、転居によって家計が改善することが認められた場合、別途転居費用を支給できる場合があります。 

詳細は、下記までお問い合わせください。 

 

  住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 
離職等により住居を失った又は住居を失うおそれのある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労

の確保に向けた支援を行います。 

   なお、住居確保給付金の受給期間内に新たな就労による自立が困難な場合や、就労の状況が以前と同じ状態に

戻らない場合は、生活保護の申請をご検討ください。 


